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１．推進体制 

地域福祉を推進する主体は、すべての住民や事業者等を含めた村民、村社会福祉協議会

をはじめとする福祉関係団体及び行政です。 

それらの主体が相互に連携して地域や地域住民の生活課題を解決し、すべての人が居場

所と生きがいをもって暮らし続けることのできる地域社会の実現を目指します。 

 

２．進行管理 

本計画の進行管理は、「計画（Plan）・実施（Do）・点検（Check）・見直し（Action）」

の循環（PDCA サイクル）によって行います。 

計画の策定を主導した「地域福祉計画推進会議」は、各施策の実施結果の報告を受けて

その内容を点検・評価します。改善が必要な内容については、是正を提言し、次期計画へ

とつなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の推進 

本計画を実効性高く推進するため、計画の理念「～解かり合い 支え合い ともにつく

る ここちよいムラ～」が幅広く住民に浸透し共有されるよう、広報紙をはじめさまざま

な媒体や機会を活用し、周知を図ります。 

また、高校生・大学生などの若い世代が、これからも地域福祉計画推進会議に参加し、

幅広い世代の考え方や行政の施策等にふれ、議論に加わり、地域を支える当事者としてそ

の経験を発信することで、若い世代のみならず、すべての世代で推進される計画となるよ

う努めます。 
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